
• 省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関する法律）

（1979年（昭和54年）5月17日交付）

第二次オイルショックによるエネルギー危機をきっかけに制定された。
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1997年（平成９年）京都議定書の締結
2011年（平成23年）東日本大震災によるエネルギー需給問題が契機となり
２０１３年（平成２５年）省エネ法が大幅に改正：建築物全体の省エネルギー性能を評価する「一次エネル
ギー消費量」の算定が導入され、断熱性能だけでなく、冷暖房・換気・給湯といった設備のエネルギー消
費も評価するようになった。
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• 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（2015年（平成27年）７月８日交付）

「より住宅・建築物に絞った省エネ対策の強化を行うため、省エネ法から

住宅・建築物部門を取り出して、建築物省エネ法を制定」

一定規模以上の非住宅建築物（政令：2000㎡）
①新築時等に、建築物のエネルギー消費性能基準（省エネ基準）への適合義務
②基準的記号について所管行政庁又は登録判定機関（創設）の判定を受ける義務
③建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。 等々



• 令和元年改正建築物省エネ法（令和元年（2019年）5月17日交付）

［パリ協定］（2016年11月発効）を踏まえた温室効果ガス排出量の

削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（令和元
年法律第4号）」

⇒建築物の対象が2,000㎡から300㎡以上の中規模建物に対象を拡大。

（令和3年（2021年）4月1日から施行）

• 令和4年改正建築物省エネ法（令和4年（2022年）6月17日交付）

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減

（2013年度比）の実現に向けて、建築物分野における取組が急務

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第69号）」

⇒建築物の対象が300㎡以上から、原則全ての建築物に対象を拡大

（令和7年（2025年）4月1日から施行）
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令和4年改正建築物省エネ法
⇒脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の
一部を改正する法律（令和4年法律第69号） 2022年（令和4年）6月17日交付

・令和6年4月19日 政令171号、政令172号
政令（3年以内施行関係）が公布

・令和6年6月28日 国土交通省第68号
省令（3年以内施行関係）が公布



【出典の資料】

・「第２回改正建築物省エネ法の施行に向けた

省エネ適判の円滑な実施に関する連絡会議

（略称：省エネ適判連絡会議）［R6.07.30］の会議資料より」
出席者：国土交通省、所管行政庁(9県市区)、省エネ適判機関（百数十社他）WEBにて

事務局：一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
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・「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料（令和５年１１月）（令和６年９月）
国土交通省 住宅局 建築指導課、参事官（建築企画担当）付、市街地建築課」



【御説明する前に】
3年目施行の全体像
個人的に考えるポイントは２つ

①原則、

全ての住宅・建築物（R7.4.1工事着手）は

「省エネ基準適合」が義務。

②「住宅」と「非住宅」で

省エネ適判のルート（方法・種類）が変わる。
25
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３年目施行の全体像（概要）

資料２－４
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改正法３年目施行の全体像（まとめ）

※以下、条⽂番号については建築物省エネ法令を指す

 新築・増改築を⾏うすべての住宅・建築物に省エネ基準への適合を義務化
 増改築の場合の省エネ基準適合が必要な部分について、増改築を⾏う部分へと⾒直し。
 適合義務の対象外となる最⼩⾯積を10㎡に設定。

義務対象 省エネ基準への適合義務化（法10条、令３条）

 ①仕様基準・誘導仕様基準に適合させる住宅、②住宅性能評価を受けた住宅、③⻑期
優良住宅認定⼜は⻑期使⽤構造等の確認を受けた住宅、については省エネ適判以外の⽅
法で省エネ基準適合を確認。

省エネ適判対象 新３号建築物を除き省エネ適判を原則化（法11条、規則２条）

⼆級建築⼠、⽊造建築⼠の資格に対応した省エネ適判員区分を創設
住宅性能評価員を省エネ適判員講習不要で省エネ適判員（住宅のみ）とすることを可能に。

審査体制 省エネ適判員の要件拡充（規則40、56条等）

省エネ基準適合義務化

 住宅性能評価・⻑期使⽤構造等の確認と、省エネ適判を同⼀機関に対して申請する場合
に、省エネ適判申請に係る書類のうち計画書の⼀部と添付図書を省略。

提出図書 提出書類の合理化（規則3条4項）

計画書等の様式⾒直し
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建築主等及び建築士の努力義務について

 改正建築物省エネ法施行後、建築主は、省エネ性能の一層の向上を図るよう努めなければなりません。

 また、建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、省エネ性能の向上に資する事項につ
いて建築主に説明するよう努めなければなりません。

PointPoint

 これまで、建築主は、その建築（新築、増築又は改築）しようとする建築物について、省
エネ基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりませんでしたが、
改正建築物省エネ法施行後は、省エネ性能の一層の向上※を図るよう努めなけれななりま
せん。

 建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る
設計を行うときは、建築主に対して、設計
に係る建築物のエネルギー消費性能など省
エネ性能の向上に資する事項について説明
するよう努めなければなりません。

 建築物の省エネ性能表示制度における省エ
ネ性能ラベルや省エネ性能の評価書を活用
して、建築主へ説明することも可能です。

修繕等とは・・・

● 修繕 ● 模様替え
● 建築物への空気調和設備等※の設置
● 建築物に設けた空気調和設備等※の改修

※ 空気調和設備等：一次エネルギー消費量の算定対
象である以下の設備

空気調和設備、換気設備、給湯設備、照明設備、
昇降機

建築士の努力義務について

建築主の努力義務について
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※ 省エネ基準に適合する建築物において確保される省エネ性能を超える省エネ性能を確保すること

改正建築物省エネ法第６条、
R6.7.4助⾔第１
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基準適合義務の対象、届出義務制度・説明義務制度の廃止について

 2025年4月(R7年4月）以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けら
れます。

 現在、中規模以上の住宅に適用されている届出義務制度及び小規模住宅・非住宅に適用されている建築
主に対する説明義務制度は、省エネ基準適合義務制度開始以降（2025年4月以降）は廃止されます。

PointPoint

原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、
省エネ基準への適合が義務付けられます。

＜現行制度からの変更点＞

現行制度

非住宅 住宅

大規模(2000㎡以上） 適合義務 届出義務

中規模（300㎡以上） 適合義務 届出義務

小規模（300㎡未満） 説明義務 説明義務

改正（2025年4月以降）

非住宅 住宅

適合義務 適合義務

適合義務 適合義務

適合義務 適合義務

2025年
4月以降

① 10㎡以下の新築・増改築

② 居室を有しないこと又は高い開放性を有すること
により空気調和設備を設ける必要がないもの

③ 歴史的建造物、文化財等

④ 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

以下の建築物については適用除外となります。

省エネ基準適合義務の対象について

適用除外
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 届出義務制度（現在、300㎡以上の住宅に適用）及
び説明義務制度（現在、300㎡未満の住宅・非住宅
に適用）は、2025年4月以降廃止されます。

 施行日以後に着工する場合は、省エネ基準適合義務
の対象となり、施行日前に着工する場合は、届出義
務制度又は説明義務制度の対象となります。

届出義務制度及び説明義務制度の廃止について

改正建築物省エネ法第10条、
R6.7.4助⾔第２の１．
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改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

 施行日前に着工する場合は、省エネ基準への適合義務はありませんが、施行日以後に着工する場合は、省エネ基準への
適合が必要です。

 この場合、確認済証の交付時期や計画変更の有無により、建築確認・検査の手続きが異なるため留意が必要です。

PointPoint
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省エネ基準適合の確認 適合判定通知書、
計画書の提出の提出

（建築物省エネ法第11条第１項た
だし書が適⽤されない場合）

確認審査
（当初）

確認審査
（変更） 完了検査

１ 不要 － 必要 完了検査の申請時に必要

２ 不要 必要 必要 計画変更の確認申請時に必
要

３ 必要 － 必要 確認審査時に必要

４ 不要 必要 必要 計画変更の確認審査時に必
要

５ 不要 必要 必要 計画変更の確認申請時に必
要

６ 必要 － 必要 確認審査時に必要

法施⾏⽇（令和7年4⽉１⽇）

確認申請 確認済証
完了検査
申請※ 検査済証着⼯

計画変更の
確認申請

計画変更の
確認済証

確認申請 確認済証

確認済証

計画変更の
確認申請

計画変更の
確認済証

※ 完了検査申請時には、省エネ適判に要した図書及び書類の提出が必要

R6.5.30助⾔別紙

あとで、⼩野⽥の⽅から
分かりやすく

ご説明申し上げます。

少し⾶ばします。
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まずは、

当センターのホームページの資料等を

使って、ご説明いたします。
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まちセンNewsLetｔer vol.21 より

弊社のホームページのインフォメーションのところに、

「まちセンNewsLetter 」を掲載し、

まちセンに関する最新の話題や法改正、

申請時の注意点、設計・施工に関する

技術的な情報などを皆様方へお届けしております。
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「2024 summer vol.21」
2024年7月発行

・令和7(2025)年4月1日施行分
・建築確認・検査の対象となる

建築物の規模等の見直し
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建築基準法の改正
R07.04.01から
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都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等外
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